
 

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染した方やそのご家族、医療・対策に

携わった関係者等に対する不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷等の人権侵害や、SNS

等において感染者を特定する情報の拡散等が発生しています。 

このような行為は許されないものであり、症状のある人の医療機関への受診をため

らわせてしまう原因にもつながり、感染拡大防止の妨げにもなりかねません。 

 

☑チェック 

・新型コロナウイルス感染症に係る不当な差別や誹謗中傷等は許されません。 

・新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があることを理解し、誤った情

報や不確かな情報に惑わされず、国や県等が発信する正確な情報に基づき冷静に判

断し、一人一人がお互いを思いやる気持ちを持って行動しましょう。 

 

 

県では、『コロナ差別相談ダイヤル』を設置しており、誹謗中傷等にどのよう

に対応すべきかの助言などを行っています。一人で悩まずにご相談ください。 

 

コロナ差別相談ダイヤル （県人権政策課内） 

TEL ０７３－４４１－２５６３ FAX ０７３－４３３－４５４０ 
受付時間 月～金 ９：００～１７：４５（土日祝除く） 

 

 

 

 ☆第４回人権ゼミナール 

「STOP！コロナ差別「世間」を知らずして日本を語るな！ 

－コロナ禍をめぐって－」 

【講師】 佐藤 直樹さん 九州工業大学名誉教授 

【日時】 令和２年１２月１３日（日） 

１０：００～１２：００ 

【場所】 ホテルグランヴィア和歌山６階 メゾングラン 

【お問い合わせ・申し込み】（公財）和歌山県人権啓発センター 

                  TEL ０７３－４３５－５４２０ 

FAX ０７３－４３５－５４２１ 

STOP！コロナ差別 ～一人一人が思いやりを持った行動を～ 

内容についての問い合わせは県人権施策推進課まで ☎073-441-2566 

令和２年 

１０月号 


